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第１章.計画策定 

 

１.計画の目的 
印西地区環境整備事業組合（以下、「本組合」という。）は、昭和５１年３月に設立し、本

組合を構成する印西市、白井市、栄町、印旛村（現印西市）、本埜村（現印西市）（以下、「構

成市町」という。）から発生するごみの処理を行ってきました。以来、これまでの大量生産・

大量消費型の社会経済活動による廃棄物の大量発生、環境負荷の増大などに伴って生じた環

境問題への反省から、環境負荷の削減に向けた資源循環型社会を構築していくため、様々な

施策を実施してきました。 

本組合では、平成２６年３月に策定した「ごみ処理基本計画」（以下、「前計画」という）

で『循環型社会の形成～２Ｒの取り組みと新たなリサイクルの仕組みづくりを目指して～』

を基本理念とし、「ともにつくる２Ｒの環」「循環型ごみ処理システムの構築」の２つの基本

方針を定め、構成市町から日常的に排出される、ごみの資源化と適正処理に努めてきました。 

また、昨今世界的な穀物価格高騰や約８億人の飢餓人口の中で、多くの「食品ロス」が発

生している状況や、国において平成３０年(2018)４月に策定された「第五次環境基本計画」

の中で「持続可能な開発目標（SDGs）」の考え方も取入れ、「経済」「国土」等分野横断的な

６つの重点戦略を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイル、技術などあ

らゆる観点からのイノベーションの創出、経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来

に渡って質の高い生活をもたらす「新たな成長」につなげていくことが提唱されています。 

それらを踏まえ、平成３０年(2018)６月には「第四次循環型社会形成推進基本計画」が策

定され、循環型社会形成に向けた、「持続可能な社会づくりとの統合的取組」、「多種多様な

地域循環共生圏形成による地域の活性化」、「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」、

「適正処理の更なる推進と環境再生」、「万全な災害廃棄物処理体制の構築」、「適正な国際資

源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」、「循環分野における基盤整備」の７つの中

長期的な方向性が示されています。 

また、世界的に大きな問題となっている海洋プラスチック汚染について、今後の日本のビ

ジョンを示すために、平成３０年(2018)８月からプラスチック資源循環戦略小委員会が開催

されており、プラスチックの資源循環を総合的に推進する戦略を検討する中で、レジ袋有料

化の方向性も示されています。 

このような国の状況に加え、前計画策定から概ね５年ごとの見直し時期にあたることから、

設定した減量目標等の達成状況、社会・経済情勢とともに年々変化するごみの現状を踏まえ

た排出・処理量の将来予測など循環型社会の実現に向けて、一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画の見直しを行うこととします。 

なお、本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）

第６条第１項の規定に基づき、長期的な視野に立った本組合及び構成市町共通の一般廃棄物

処理（ごみ処理）の基本的事項を定め、総合的かつ計画的にごみ処理を推進していきます。 
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２. 計画の位置づけ 
本計画は、廃棄物処理法第６条第１項の規定に基づき、長期的・総合的な視点で策定し、

今後の印西地区共通の廃棄物行政の指針となるものです。 

なお、本計画では資源循環型社会を構築していくため、「循環型社会形成推進基本法」（以

下「循環基本法」という。）に則し、減量化・資源化の取組を強化し、関連法令や千葉県廃

棄物処理計画・構成市町の環境基本計画等と協調を図り、本組合及び構成市町が実施する施

策について定めるものとします。 
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（改訂版） 

第９次 

千葉県廃棄物処理計画 

構成市町 環境基本計画等 

印西地区環境整備事業組合 

協調 

協調 

則す 

構成市町 ごみの減量化等に関する計画 
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３.計画期間 
本計画は2019年度を初年度、2033年度を目標年度とする１５年間を計画期間とします。 

また、社会経済情勢や廃棄物・リサイクルに関する法律・諸制度が大きく変化した場合

は、計画期間内であっても必要に応じて計画を見直します。 

 

年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

計画期間 

               

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

実施 

計画 

 

２章.構成市町の概要 

 

１.地理的、気候的特性 
本組合は、印西市、白井市、栄町の２市１町で構成され、千葉県の北西部に位置し、首都

圏３０～４０ｋｍ、県都千葉市へ３０ｋｍ圏内に所在します。気候は、内陸型に近く、平成

２９年の平均気温は 14.7℃、年間降水量は 1,405.5mm となっています。 

 

２.人口の実績と推計 
構成市町全体の人口は増加傾向で推移しており、平成２９年度（2017）には 183,813 人と

なっており、平成２０年度から過去１０年間で 12,975 人（7.6％）増加しています。将来人

口は、2025 年度の 194,048 人をピークにその後は減少することが予測されています。 
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第３章.ごみ処理の現状                       

１.ごみ処理の体系 
本組合のごみ処理フローは下記の通りとなります。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

印西クリーンセンター 

焼却施設・粗大ごみ処理施設 

事
業
系
ご
み 

家
庭
系
ご
み 

 
温水センター 

 
エネルギーセンター 

 
最終処分場 

 
印西クリーンセンター 

資料：印西地区環境整備事業組合 HP 

　　収集・運搬

　　自己搬入・収集許可業者
粗大ごみ

一時保管

余熱利用

温水センター

再
生
資
源
市
場

地域冷暖房

焼却処分

破砕処理

焼却残渣

破砕残渣

有価物

有価物
燃やさないごみ

（不燃ごみ）

有害ごみ

粗大ごみ

有害ごみ

印
西
地
区
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

専
門
業
者

燃やすごみ
（可燃ごみ）

燃やさないごみ
（不燃ごみ）

５
種
分
別

収集・運搬

燃やすごみ
（可燃ごみ）

燃やさないごみ
（不燃ごみ）

燃やすごみ
（可燃ごみ）

粗大ごみ

処理困難物ストックヤード
（小型家電）

集団資源回収
資源有価物

資源物

ビン類、缶類、ペット
ボトル、紙類、布類、
プラスチック製容器
包装ごみ

 
不燃手選別ライン 

 
中央制御室 

ミスターインザイ 

（３Ｒ推進キャラクター） 

ごみは、こうして処理されるよ！ 
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２.総ごみ排出量の実績 
過去１０年間の人口は増加していますが、総ごみ排出量（家庭系ごみ、事業系ごみの合計）

は、減少傾向で推移しています。しかし、事業系ごみは平成２３年度以降、増加傾向で推移

しています。また、前計画での目標値は達成していない状況です。 

 
 

３.家庭系ごみ排出量の実績 
家庭系ごみ排出量及び排出原単位は、平成２０年度以降減少傾向で推移していますが、そ

の中の燃やすごみの排出量は、増加しています。また、前計画での目標値は達成していない

状況です。 

 

59,103 

55,434 54,340 55,516 55,935 56,792 56,468 56,522 56,430 56,172 

947.8 

876.3 

849.5 
861.5 865.1 

876.7 
869.3 

858.8 
849.8 

837.2 
857.1

848.8
840.8

832.6
824.5

750

800

850

900

950

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
(2017)

(g/人・日)

排
出
原
単
位

ご
み
排
出
量

(t/年)

家庭系ごみ 事業系ごみ 排出原単位 排出原単位目標値（前計画）

(年度）

44,908 44,637 44,813 45,034 44,834 44,968 44,627 44,461 44,110 43,803 

720.2 705.6 700.6 698.8 693.4 694.2 687.0 675.5 664.3 652.9 

520.7 518.9 518.1 522.8 520.8 

521.4 518.5 513.1 508.0 503.2 

514.5 508.1 501.8 495.4 489.1 

199.5 186.8 182.5 176.0 172.6 172.8 168.5 162.5 156.2 149.7 

174.2 175.7 177.3 178.8 180.4 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
(2017)

(g/人・日)

ご
み
排
出
量

(t/年)

燃やすごみ 燃やさないごみ

粗大ごみ 収集資源物

集団回収資源物 排出原単位（総排出量）

排出原単位（収集・集団回収資源物を除く） 排出原単位目標値（収集・集団回収資源物を除く）（前計画）

排出原単位（収集・集団回収資源物） 排出原単位目標値（収集・集団回収資源物）（前計画）

（年度）



6 

 

４.事業系ごみ排出量の実績 
印西クリーンセンターで処理した事業系ごみは、排出量、排出原単位ともに平成２２年度

以降増加傾向にあります。（事業系ごみは可燃ごみが大半を占めています。）また、前計画で

は、減少傾向で推移する目標でしたが、増加傾向となっています。 

 
 

５.焼却処理量の実績 
平成２２年度以降、家庭系・事業系とも燃やすごみ（可燃ごみ）量が増加している影響で、

焼却処理量は、増加傾向で推移しています。 
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６.破砕・選別処理量の実績 
破砕・選別処理量は、平成２３年度以降減少傾向で推移しています。 
 

 
 

７.資源化量・リサイクル率の実績 
印西クリーンセンターで処理後の再生利用量、回収資源物からの資源化量及びリサイクル

率は、平成２６年度以降減少傾向で推移しています。 
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８.最終処分場埋立量の実績 
印西地区一般廃棄物最終処分場での埋立量は、焼却灰（飛灰）の資源化等の影響で、減少

傾向で推移していましたが、平成２６年度以降は微増傾向で推移しています。 

 

 
 

 

９.ごみ処理経費の現状 
１人当たりの処理経費（事業費）は、平成２０年度以降減少傾向で推移しており、１ｋｇ

当たりの処理経費についてはほぼ横ばいで推移しています。 

 

 
 

3,592 3,590 3,470 
4,086 

11,458 

2,714 

1,399 1,459 1,516 1,657 

12.8 
13.7 

14.5 
15.5 

18.4 

19.1 19.4 19.8 20.1 20.6 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
(2017)

(%)

最
終
処
分
量

(㎥/年)

焼却残渣 破砕・選別処理不燃残渣 覆土等 埋立率

（年度）

12,416 

11,546 11,525 11,596 
11,752 

11,495 11,429 11,493 
11,197 

38.5 38.6 
39.8 39.3 39.8 

38.4 38.5 39.0 38.3 

20.0

30.0

40.0

50.0

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（円/kg・年)（円/人・年）

1人当たりの処理経費 1kg当たりの処理経費

（年度）



9 

 

１０.温室効果ガス排出量の現状 
温室効果ガスの排出量は、一般廃棄物焼却による排出量が最も多くなっています。 

 

 
 

 

１１.国や県の目標値との比較 

 
国の目標値との比較 

 
 

千葉県の目標値との比較 
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年度
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平成24年度比

約12％削減
55,935t 56,172t 0.4%

平成24年度から平成29年度（2017）

までの6年間で0.4％増加
×

再生利用率 約27％に増加 26.0 % 25.5 % - 再生利用率は減少している。 ×

最終処分量
平成24年度比

約14％削減
4,155t 2,258t -45.7%

平成24年度から平成29年度までの6年

間で45.7％削減
○

本組合の現状値
国の目標値

（2020年度）
比較・検討 達成状況項目

平成24年度
平成29年度

（2017）

1人1日当たりの家庭系ごみ

排出量※1 500ｇ以下 521g/人・日 503g/人・日
平成24年度から平成29年度（2017）ま

での6年間で3.4％減少
×

再生利用率 30％以上 26.0 % 25.5 % 再生利用率は減少している。 ×
※1 資源物及び集団回収に係るものを除く

項目
県の目標値

（2020年度）

本組合の現状値

比較・検討 達成状況
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第４章.ごみ処理の課題     

                          
                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               

 

   
  

 

 

 

１.ごみ排出量 
家庭系ごみは、人口が増加傾向にあるものの、排出原単位（１人１

日当たりの排出量）が減少傾向で推移している影響で排出量も減少

傾向で推移していますが、人口が 2025 年まで増加することが予測さ

れることから、引き続き減量化に努めていく必要があります。 

事業系ごみに関しては、年々増加傾向で推移しています。前計画のご

み減量化・資源化に関する施策において、未実施の項目が多くなって

いることや、事業所での減量化・資源化の仕組みづくりが構築されて

いなこと等から、施策の遂行並びに効果的な減量化を推進していく

必要があります。  

２.資源化 
本組合におけるリサイクル率は、平成２６年度の 28.1％をピークに減少傾向で推移して

おり、平成２９年度（2017）は 25.5％となっています。特に、収集資源物・集団回収資源

物の減少幅が大きくなっていることから、地域や家庭での分別を推進し、資源化を図って

いく必要があります。 

また、事業系の資源物は本組合で収集・回収をしていませんが、処理量削減の観点から

も、事業者にも一層資源化を進めるよう啓発していく必要があります。 

３.収集・運搬 
現在、印西市及び白井市については、本組合が収集・運搬業務を行っており、栄町は独自

で収集・運搬業務を行っています。構成市町で収集・運搬体制に違いがあるため、一元化は

現時点では難しいと判断しています。今後も、現状を踏まえ収集・運搬業務の効率化を図る

とともに、有料化などの検討もしていく必要があります。 

５.最終処分場 
印西地区一般廃棄物最終処分場は埋め立てを開始してから２０年経過しましたが、埋立

率は平成２９年度（2017）実績で 20.6％となっています。今後も、ごみの減量化等を図

り、最終処分場の適正な運営を行っていく必要があります。 

４.中間処理施設 
現在稼働している印西クリーンセンターは昭和６１年度か

ら稼働を開始し、稼働開始後３０年以上が経過しており、ごみ

質の変化や施設の老朽化等により処理能力の低下を防ぐた

め、平成２７年度～平成２９年度（2017）に、基幹的設備の改

良等の大規模工事を実施したところですが、機能を維持する

ため、毎年度修理を行いながら中間処理施設を操業していく

必要があります。 

このような状況の中、現在、印西市吉田地区を建設予定地と

する次期中間処理施設整備事業に着手しており、2028 年度稼

働を目指し、今後も計画的に推進していく必要があります。 

 

工場長 

（３Ｒ推進キャラクター） 

いろいろな課題があるよ 

ごみの減量は大事だよ 

未来（ミクル） 

（３Ｒ推進キャラクター） 
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第５章.ごみ処理基本計画 

１.計画策定の基本理念 
国では天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」を

形成することを目指し、循環基本法に基づき「循環型社会形成推進基本計画」を策定し、関

連施策を総合的かつ計画的に推進してきました。これまで、各主体が進めてきた循環型社会

の形成に向けた取組等により、資源生産性、入口側の循環利用率が大幅に向上し、最終処分

量が大幅に減少したものの、近年は横ばいとなっており、３Ｒ（ごみの発生抑制（リデュー

ス）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル））などの資源生産性を高める取組を一層

強化していく必要があるとされています。また、「持続可能な開発目標（SDGs）※1」やパリ協

定の採択を踏まえ、第三次循環型社会形成推進基本計画で掲げた「質」にも着目した循環型

社会の形成、低炭素社会や自然共生社会との統合的取組等を、引き続き中核的な事項として

重視しつつ、さらに、経済的側面や社会的側面にも視野を広げて、第四次循環型社会形成推

進基本計画※2が平成３０年（2018）６月に閣議決定されています。 

昨今、全国的に３Ｒの考え方が普及し、循環型社会の形成に向けた取組等により、リサイ

クル率が向上し、排出量や最終処分量は大幅に減少してきています。構成市町全体において

も、人口が増加しているにも関わらず、住民等の３Ｒの取組によって排出量は減少傾向で推

移しています。その一方で、事業系ごみの増加やリサイクル率の減少、資源化できる雑がみ

や食品ロス等の増加といった課題も見受けられます。また、「持続可能な開発目標（SDGs）」

の目標 12「つくる責任つかう責任」は、循環型社会の構築を掲げた本計画と方向性が一致し

ており、本計画の取組が国際的な課題の解決にも結び付くことを認識して、取組を進めてい

く必要があります。 

近年のごみ情勢や国の取組を踏まえ、本組合及び構成市町においては、積極的に３Rの取

組を進め、環境への負荷をかけない地域を目指し、本計画の基本理念を以下のとおり定めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

み ん な で つ く る 循 環 型 社 会 

～環境への負荷をかけない地域を目指して～ 

み ん な で つ く る 循 環 型 社 会 

～環境への負荷をかけない地域を目指して～ 

み ん な で つ く る 循 環 型 社 会 

～環境への負荷をかけない地域を目指して～ 

未来（ミクル） 工場長 ミスターインザイ 
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 「持続可能な開発目標」（SDGs）とは、平成２１年９月の国連サミットで採択された、平成２８年か

ら 2030 年までに達成すべき国際目標です。地球環境や気候変動に配慮しながら、持続可能な暮らしや

社会を営むための、世界各国の政府や自治体、非政府組織、非営利団体だけでなく、民間企業や個人な

どにも共通した目標で、「貧困や飢餓の根絶」「質の高い教育の実現」「女性の社会進出の促進」「再

生可能エネルギーの利用」「経済成長と、生産的で働きがいのある雇用の確保」「強靭(きょうじん)な

インフラ構築と持続可能な産業化・技術革新の促進」「不平等の是正」「気候変動への対策」「海洋資

源の保全」「陸域生態系、森林資源の保全」など 17 の目標を実現するための 169のターゲットから構

成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

※1「持続可能な開発目標（SDGs）」とは 

「第四次循環型社会形成推進基本計画」は、「循環基本法」に基づき「循環型社会の形成」に向け、

７つの方向性ごとに、地方公共団体、国民、NPO・NGO、大学等の学術・研究機関、事業者などに対

して、各主体の役割、連携と協働、独自の発想や工夫を加え、様々な取組を推進していくこととして

います。以下に、７つの中⾧期的な方向性が示されています。 

 

１．循環型社会形成に向けた持続可能な社会づくりとの統合的取組 

２．多種多様な地域循環共生圏による地域の活性化 

３．ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

４．適正処理の推進と環境再生 

５．万全な災害廃棄物処理体制の構築 

６．適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進 

７．循環分野における基盤整備 

  

※2 第四次循環型社会形成推進基本計画 
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２．基本方針 
本組合及び構成市町では、これまで住民、事業者、行政それぞれが、ごみの減量・資源化

に努めてきており、一定の効果は示してきましたが、今後も更なる減量化・資源化を図るた

め、以下のとおり基本方針を定め、目標達成に向けて各種の施策を展開していきます。 
 

 

 

 

 

 

３.ごみ排出量及び処理・処分量の予測 

（１）排出量及び処理・処分量の予測手法 

本推計では、家庭系ごみ（収集・集団回収資源物除く）と収集資源物、集団回収資源物、

事業系ごみに分け、構成市町毎の各原単位（１人１日あたりの排出量等）を過去５年間【平

成２５年度～ 平成２９年度（2017）】の実績値から、「ごみ処理施設構造指針解説」（（社）

全国都市清掃会議）に基づきトレンド式により推計しています。 

なお、ごみの種類別排出量、処理・処分量は、実績よりそれぞれの比率を設定し算出して

います。 

また、家庭系ごみについては排出原単位法に基づき１人１日あたりのごみ量により将来の

排出量を予測しますが、事業系ごみ量は当該地域の産業構造に依存し、人口に比例するもの

ではないため、過去の実績をもとに１日あたりの排出量で予測を行います。 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①家庭系ごみ量（収集・集団回収資

源物除く）の実績 
①収集・集団回収資源物の実績 ①事業系ごみ量の実績 

②１人１日あたりの家庭系ごみ量（収

集・集団回収資源物除く）の設定 

②１人１日あたりの収集・集団

回収資源物量の設定 

②１日あたりの事業系 

ごみ量の設定 

③ごみ総排出量の推計（時系列予測） 

④目標値の設定（排出抑制・資源化等の施策反映） 

⑤施策実施後のごみ総排出量の予測 

基本方針１．持続可能な循環型社会の構築 

基本方針２．適正な循環型ごみ処理の推進 

基本方針３．住民・事業者・行政が協働でつくる循環型社会 
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（２）過去の実績を基にした排出量の予測 

○総ごみ排出量の予測 

総ごみ排出量は、減少傾向で推移していくことが見込まれ、計画目標年度（2033 年度）に

は 48,940ｔ/年と予測され、平成２９年度(2017)と比較すると、7,232ｔ/年の減少が予測さ

れます。 
 

 
 

 

 

○家庭系ごみ排出量の予測 

家庭系ごみ排出量は、減少傾向で推移していくことが見込まれ、計画目標年度（2033 年

度）には 35,910ｔ/年と予測され、平成２９年度(2017)と比較すると、7,893ｔ/年の減少が

予測されます。特に資源物の減少幅が大きくなることが予測されます。 
 

 

 
 

 

 

 

（単位：ｔ/年）

人口 排出原単位

（人） （g/人・日） 家庭系ごみ 事業系ごみ

平成29年度(2017)実績値 183,813 837.2 56,172 43,803 12,369

中間目標年度

（2025）予測値
194,048 767.5 54,360 41,430 12,930

計画目標年度

（2033）予測値
186,228 720.0 48,940 35,910 13,031

合計項目

44,908 43,803 
41,430 

35,910 

720.2 

652.9 

584.9 

528.3 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

(g/人・日）（ｔ/年）

（年度）

燃やすごみ 燃やさないごみ 粗大ごみ 収集資源物 集団回収資源物 1人1日あたり排出量

推計実績
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○事業系ごみ排出量の予測 

事業系ごみ排出量は、増加傾向で推移していくことが見込まれ、計画目標年度（2033 年

度）には 13,031ｔ/年と予測され、平成２９年度(2017)と比較すると、662ｔ/年の増加が予

測されます。 
 

 
              

 

（３）処理・処分量の予測 

計画目標年度（2033 年度）における焼却による減量化率は 74.77％、リサイクル率は

13.83％、最終処分率は 11.18％と予測され、平成２９年度(2017)と比較すると、減量化率は

4.63％の増加、リサイクル率は 11.68％の減少、最終処分率は 7.16％の増加が予測されま

す。 

 

14,195 

12,369 
12,930 13,031 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

（ｔ/年）

（年度）

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

推計実績

66.80 70.14 72.55 74.77 

22.44 
25.51 16.32 13.83 

10.76 
4.02 

10.87 11.18 

0%

10%
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30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
（年度）

焼却処理による減量化量 資源化 最終処分

推計実績
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４.ごみ排出量及び処理・処分量の目標 

（１）目標の概要 

過去の実績を基にした排出量をみると、家庭系ごみの減少が見込まれていますが、様々な

発生抑制策・資源化策を実施することにより、更なる減量・資源化が見込めると考えられま

す。 

また、事業系ごみに関しては、現状施策で排出する場合、増加傾向で推移することが見込

まれ、効果的な減量・資源化施策を実施することが必要と考えられます。 

目標年度とする１５年後の 2033 年度のごみ量等の目標値を以下のとおり定め、今後、各

種の減量化、資源化施策を展開します。 

 

（２）目標値の設定 

2033 年度の総ごみ排出量、家庭系ごみ排出原単位、収集・集団回収資源物排出原単位、事

業系ごみ排出量を目標値として設定します。 

 

１.総ごみ排出量 
 2033 年度に平成２９年度(2017)と比較して、年間 9,392ｔ削減し、46,780ｔ以下とす

る。 

２.家庭系ごみ排出原単位（収集・集団回収資源物除く） 
 2033 年度に、平成２９年度(2017)と比較して１人１日当たり 97g 削減し、１人１日当

たり 406g 以下とする。 

３.収集・集団回収資源物排出原単位 
 2033 年度に、平成２９年度(2017)と比較して１人１日当たり３８g削減し、１人１日当

たり 112g 以上とする。 

４.事業系ごみ排出量 
2033 年度に、平成２９年度(2017)と比較して 763ｔ/年削減し、11,606ｔ/年以下とす

る。 

 
目標達成に向けた総ごみ排出量予測値の推移 

44,908 43,803 41,458 
35,174 

14,195 12,369 
11,987 

11,606 

59,103 
56,172 

53,446 

46,780 

0

20,000

40,000

60,000

H20年度 H29年度
(2017)

中間目標値

2025年度

目標値

2033年度

総
ご
み
排
出
量

(t/年)

家庭系ごみ排出量 事業系ごみ排出量

実績値 目標値

△9,392ｔ（H29比）

△2,726ｔ（H29比）

△763ｔ（H29比）
△382ｔ（H29比）
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目標達成に向けた家庭系ごみ排出原単位予測値の推移 

 

（３）目標達成のための重点項目 

目標達成のために、下記の取組を重点項目とし、積極的に取り組みます。 

 
〇家庭系ごみの減量化・資源化 

生ごみの減量化 

生ごみは水分が８０％を占めており、徹底的な水切りによって６～１０％を減量

できると示されています。（Ｈ２４.３埼玉県清掃行政研究協議会 水切りによる生

ごみの減量効果調査報告書）現状の水切りによる取組みに加え、あと約 2％の減量

化で１日１人当たり約 5.21g、年間排出量にすると、約 354ｔの減量が見込めます。 

紙ごみの資源化 

家庭系可燃ごみに含まれる、資源化できる紙の割合は 13.7％と示されています。

（Ｈ２６年度 地方自治体紙リサイクル施策調査報告書）その約 1/3 を資源化する

ことにより、１日１人当たり約 18.42ｇ、年間排出量にすると、約 1,252ｔの資源化

が見込めます。 

プラスチック製容器

包装類の減量化 

燃やすごみに含まれる「プラスチック類」は１日１人当たり 28.63ｇ（403.3g/人・

日※1×7.1％）です。その中で、レジ袋は１枚あたり４～１０g と言われており、

レジ袋受取を断れば１回約５ｇ削減になり、燃やすごみに占める「プラスチック類」

の 17.5％（約５ｇ/28.63ｇ*100）を削減することができます。ただ、住民アンケー

トによると、住民の 82.9％は買い物時のマイバック持参を既に実施しており、実施

していない 16.1％のうちの半数が実施する事により１日１人当たり約 0.40ｇ、年

間排出量にすると、約２６ｔの減量が見込めます。 

資源ごみの分別強化 

資源ごみの分別啓発強化等によって、燃やさないごみに含まれている資源化でき

る素材（ビン・金属類等を全体で約５％程度と想定）を資源物として回収すること

で、１日１人当たり約 0.65g、年間排出量にすると約４４ｔの資源化が見込めます。 

家庭における食品ロ

スに関する取り組み 

生ごみに含まれている手つかず食品は、他自治体等の組成分析調査結果ではちゅ

う芥類の中の８～１８％という結果があります。その約 1/4 の 2.0％を、啓発等に

より減量することにより、１日１人当たり約 5.21g、年間排出量にすると、約 354ｔ

の減量が見込めます。 

小型家電の回収 

経済産業省産業構造審議会の「小型家電リサイクルの回収目標」によると、小型

家電の市町村回収を、平成３０年度（2018）までに 0.9kg/人・年とする目標値を設

定しているため、本計画では、2033 年度に小型家電の回収量を 0.9kg/人・年とする

ことを目標とし、１日１人当たり約 2.47g、年間排出量にすると、約 168ｔの資源化

が見込めます。 
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〇事業系ごみの減量化・資源化 

紙ごみの減量化 

事業系可燃ごみに含まれる資源化できる紙の割合は 16.9％（平成２６年度地

方自治体紙リサイクル施策調査報告書）とあり、その約 1/4 で１日当り約 1.51

ｔ、年間排出量にすると、約 551ｔの資源化が見込めます。 

飲食店、事業所等での

「食べ残し０運動」等 

構成市町内の全事業所に占める宿泊・飲食業、卸・小売業の事業所数の割合は、

35.6％（H２８経済センサス活動調査）であり、宿泊・飲食業から出る燃やすご

みのうち、約５０％はちゅう芥類（H２０.３京都市環境局調査）と言われており、

そのちゅう芥類を約１５％削減することにより、１日当り約 0.61ｔ、年間排出

量にすると、約 223ｔの減量が見込めます。 

事業系ごみ全体の減量

化 

事業系ごみ全体の減量化を進めるため、排出事業者への減量計画書の作成の徹

底や、減量に対するインセンティブや料金体制の検討することにより、事業系ご

み（燃やすごみ、燃やさないごみ）の５％を減量することが見込めます。 

 

生ごみの減量
709t
2.6%

プラごみの減

量
26t
0.1%

紙ごみの資源

化
1,252t
4.6%

施策反映後

排出目標量
25,423t
92.8%

現状推移の場合の2033年度

予測量27,411ｔ/年

（家庭系燃やすごみ）

【家庭系燃やすごみ】 燃やさないご

みの資源化
44t
5.0%

小型家電の回

収
168t
18.9%

施策反映後

排出目標量
676t
76.1%

現状推移の場合の2033年度

予測量888ｔ/年

（家庭系燃やさないごみ）

【家庭系燃やさないごみ】

現状維持の場

合の資源化量
6,137t
80.7%

紙ごみの資源

化量
1,252t
16.5%

燃やさないご

みの資源化量
44t
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小型家電の回

収資源化量
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2.2%

施策反映後の場合の2033年度

資源化目標量7,602ｔ/年

（収集・集団回収資源物）

【収集・集団回収資源物】
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【事業系不燃ごみ】
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（４）施策実施による減量化・資源化後のごみ排出量の予測 

 
 

 

（５）施策実施による減量化・資源化後のごみ排出量 

○総ごみ排出量 

総ごみ排出量については、構成市町の総ごみ排出量合計値を目標とし、中間目標年度であ

る 2025 年度に 53,446ｔ/年、目標年度である 2033 年度に 46,780ｔ/年を達成することを目

標とします。平成２９年度(2017)と比較すると、9,392ｔ/年の減少となります。 
 

 

(単位：ｔ/年）

現状推移の
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燃やさないごみ 1,007 888 -212 676

粗大ごみ 1,633 1,474 0 1,474

収集資源物

集団回収資源物
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○家庭系ごみ排出量 

家庭系ごみ排出原単位（収集・集団回収資源物除く）について、構成市町統一目標として、

中間目標年度である 2025 年度に１人１日当たり 454.6g、目標年度である 2033 年度に１人

１日当たり 405.6g を達成することを目標とします。平成２９年度(2017)と比較すると、97.6

ｇ/人・日の減少となります。 
 

 
 

○事業系ごみ排出量 

事業系ごみ排出量については、構成市町の事業系ごみ排出量合計値を目標とし、中間目標

年度である 2025 年度に 11,987ｔ/年、目標年度である 2033 年度に 11,606ｔ/年を達成する

ことを目標とします。平成２９年度(2017)と比較すると、763ｔ/年の減少となります。 
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（６）施策実施による減量化・資源化後の処理量の推移 

○焼却処理量 

施策実施後の焼却処理量は、中間目標年度である 2025 年度に 42,998ｔ/年、目標年度で

ある2033年度に38,168ｔ/年の焼却処理量となります。平成２９年度(2017)と比較すると、

6,720ｔ/年の減少となります。 
 

 
○破砕・選別処理量 

施策実施後の破砕・選別処理量は、中間目標年度である 2025 年度に 2,553ｔ/年、目標年

度である 2033 年度に 2,177ｔ/年の焼却処理量となります。平成２９年度(2017)と比較する

と、492ｔ/年の減少となります。 
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（７）施策実施による減量化・資源化・最終処分量予測 

目標年度である 2033 年度における焼却による減量化率は 71.60％、リサイクル率は

17.38％、最終処分率は 10.71％となります。平成２９年度(2017)と比較すると、減量化率で

1.46％の増加、リサイクル率で 8.13％の減少、最終処分率で 6.69％の増加となります。 
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５.ごみ減量化・資源化の取組 

基本理念「みんなでつくる循環型社会」を実現するため、ごみ減量化と資源化のより一層

の推進が必要となってきます。 

取組にあたっては、３つの基本方針に基づき、これまでの使い捨てる生活（様々なものを

大量に生産・消費し、不要となったものを廃棄する）から、ごみを出さない生活として、必

要なものを、必要な時に、必要なだけ消費するライフスタイルへの転換を意識し、ごみその

ものの発生抑制（リデュース）と再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）などの資源

生産性を高める取組を一層強化し、環境への負荷をかけない地域を目指し、各種の施策を、

連携・連動させながら展開します。 

施策は、ごみ減量化、分別、資源化を日常の生活において体現できるような構成としてお

り、効果的かつ効率的な活動とするために、住民や事業者と行政が協力して取り組めるよう、

それぞれの立場で具体的に示しています。特に行政は、わかりやすい情報や施策を率先して

提供し、住民や事業者が各種の施策をスムーズに取り組めるよう環境を整えます。 

また、「目標達成のための重点項目」で掲げた施策は、重点施策として積極的に取組ます。 
 

 

 

     

•食品ロスを減らそう
•生ごみの水切りを徹底しよう
•マイバックを使用しよう
•繰り返し使えるものを使用しよう
•事業系ごみの排出を減らそう

（１）ごみ排出量の削減

•適正な分別・処理を推進しよう

•資源の分別を徹底しよう

•資源回収に協力しよう

•リユース、リサイクル商品を活用しよう

（２）ごみの分別、リユー
ス・リサイクルの推進

•ごみに関する知識を高め、実践しよう

•ごみ処理有料化について考えよう

•資源化の仕組みづくりについて考えよう

（３）ごみについて考える

施 策 の 取 り 組 み 

ミスターインザイ 

ごみ突然変異怪獣 

ゴミラ 

ごみだらけ

にしてやる 

ごみを分別・削減

するぞー！ 
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６.収集・運搬計画 

・ごみの排出に際し、決められた排出方法が守られるよう、住民への啓発を図り、適正な

分別収集を行います。 

・住民の理解と協力を得て、排出されたごみを収集・運搬し、ごみの適正処理を実施し、

生活環境の保全に努めます。 

・収集作業の安全と事故防止を徹底します。 

・構成市町で収集・運搬業務の体制に違いがあることを踏まえ、地域特性や将来予測され

るごみ 量の減少及び多様化に対応し、収集・運搬体制の改善を図ります。また、排出

抑制・資源化の推進を図る施策の一つとして、有料化等の検討も行います。 

 

 

７.中間処理計画 

今後、ごみの適正処理を維持するため、印西市吉田地区を建設予定地とする次期中間処理

施設整備事業を推進しており、2016（平成２８）年度に次期中間処理施設整備基本計画、2017

（平成２９）年度に基本計画追加策定を行い、2018（平成３０）年度から用地取得など具体

的な業務を開始し、2028 年度稼働を目指します。今後は、建設工事に向けて環境影響評価や

都市計画決定等の各種の手続きを計画的に推進します。 

次期中間処理施設の規模については、下記の通り設定します。 

 

◎新・焼却処理施設 

 下記のとおり、将来のごみ焼却処理量を見込んでいますが、稼働開始時（2028 年度）よ

り、目標達成時（2033 年度）のごみ焼却処理量が下がることを踏まえ、施設規模を設定しま

す。なお、５年後にも本計画の見直しがあるので、再度、検証をする必要があります。 

 

（１）将来のごみ焼却量 

稼働開始時（2028 年度）の焼却処理量 41,200ｔ 

減量目標達成時（2033 年度）の焼却処理量 38,168ｔ 

※災害廃棄物の焼却処理量 3,500ｔ 

 合計 41,668ｔ 

 

（２）施設規模 

   日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率＝施設規模（ｔ/日） 

   （41,668ｔ÷365）÷0.767÷0.96＝155.1≒156ｔ 

 

 

◎新・粗大ごみ処理施設 

稼働開始時（2028 年度）より、目標達成時（2033 年度）のごみ処理量が下がることを踏

まえた施設規模を設定します。なお、５年後にも本計画の見直しがあるので、再度、検証す

る必要があります。 

 稼働開始時（2028 年度）の破砕・選別処理量 2,412ｔ 

減量目標達成時（2033 年度）の破砕・選別処理量 2,176ｔ 
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８.最終処分計画 

最終処分場の安定的な利用を図るため、地域との信頼関係を構築し運営します。なお、埋

立容量に対し、平成２９年度（2017）末の埋立率は 20.6％で、今後、長期に渡り利用が可能

であることから、焼却灰の全量を埋め立てる方針とします。 

 

 

第６章.計画の推進 

本計画を着実に推進し、実効性のあるものとするため、各種施策が適切に実施されている

かチェックを行うなどの進行管理を行うとともに、事業効果などを的確に評価できる体制構

成市町と本組合で確立させ、施策の推進に当たります。 

 本計画の進行管理については、計画の策定（ＰＬＡＮ）、実施（ＤＯ）、評価（ＣＨＥＣＫ）、

見直し（ＡＣＴＩＯＮ）のＰＤＣＡサイクルを適切かつ効果的に運用し、計画の継続的な評

価・見直しと新たな要素を考慮しながら実施します。 

 また、本計画の具体的な施策の実施状況や数値目標の達成状況などを評価し、課題をまと

め、評価結果を公表し、評価した内容や課題については、次期の計画へ反映し、改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PLAN 

計画の策定 

DO 

計画の実施 

CHECK 

進捗の評価 

ACTION 

計画の見直し 

計画に基づく

施策の実施 

実績による 

評価 

目標と施策 

の決定 

目標と施策 

の見直し 

ごみの資源化に取組 み、「みんなでつくろう循環型社会」 

ミスターインザイ 未来（ミクル） 工場長 


